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1. 英国における SM&CR の見直し 

英国財務省は 2026 年 4 月、法改正を通じたシニアマネージャーおよび認証レジーム（SM&CR）の改革に関す

る市中協議の結果を公表し、最終的な改革パッケージを明らかにした。英国政府は、2025 年 7 月に公表した

「金融サービス成長・競争力戦略」において、SM&CR の抜本的な合理化を通じて金融機関の規制対応負担を

50%削減する方針を示しており、これを受けて英国財務省は 2025 年 7 月に、関連する法改正に関する市中協

議を実施していた。 

英国財務省は今後、市中協議の結果を踏まえ、2000 年金融サービス・市場法を改正する法案を提出する予

定である。今回の法改正では、一次法で規定されていた SM&CR に関する一部の要件を撤廃し、規制当局であ

る健全性規制機構（PRA）および金融行為規制機構（FCA）の規則へと移管することが想定されている。例

えば、「認証制度」に関する法的規定の削除により、規制当局は自らの規則集を通じて、より柔軟な制度設計

を行うことが可能になるとみられる。また、職責記述書に関する法的規定の撤廃や、行為規範に関する違反の



通知義務および必須研修の実施に関する法的要件の廃止なども盛り込まれる予定である。このほか、規制当

局による事前承認を必要とする上級管理職の数を削減するために、規制当局に対して新たな権限を付与する

方針も示された。 

これと並行して、英国 PRA は政策文書（PS12/26）「SM&CR の見直し：フェーズ 1」を、FCA は政策文書

（PS26/6）「SM&CR の見直し」をそれぞれ公表した。これらは、法改正を伴わずに実施可能な第 1 弾の改革に

関する最終方針を示すものであり、金融機関のコンプライアンス負担の軽減を目的とした各種措置（いわゆる

「12 週間ルール」の見直しなど）が盛り込まれた。なお、PRA および FCA は今後、英国財務省による法改正を

踏まえ、第 2 弾の改革に関する市中協議を実施する予定である。 

英国で事業展開する本邦金融機関にとっては、今回の第 1 弾の SM&CR の見直しが英国拠点におけるガバナ

ンスおよびコンプライアンス態勢に与える影響を評価することが重要になると考えられる。また、第 2 弾の改革では

より抜本的な措置が検討される可能性もあることから、英国政府および規制当局による今後の動向を引き続き

注視する必要があるだろう。 

 

2. 銀行の再建計画のドライランに関する EBA の報告書 

欧州銀行監督機構（EBA）は 2026 年 4 月、銀行の再建計画のドライランに関する報告書を公表した。本報

告書は、16 の欧州銀行グループにおける再建計画のドライランの実施状況を比較分析し、再建計画のテスティ

ングに関する現在の実務動向やグッドプラクティスを整理したものである。 

EBA は、ドライランに関する①ガバナンス、②演習の範囲、③実施・準備、④成果および得られた教訓に焦点を

当てたテーマ別の分析を実施した。例えば、ガバナンスに関するグッドプラクティスとして、次回のドライラン演習の実

施に関するスケジュールを取締役会で議論・承認することや、ドライランに関する複数年のロードマップを策定するこ

とが挙げられている。また、報告書では、ドライランが再建計画の実効性向上や危機対応態勢の高度化に有効

である点も示されている。 

本邦では、2024 年 4 月の監督指針の改正 により、金融機関に対して、破綻処理準備態勢等に関するテステ

ィングの実施が求められている。その一方で、特に再建計画に関するテスティングについては、具体的な実務事例



やベストプラクティスを包括的に整理した当局文書は限定的であった。今回の EBA の報告書は、本邦金融機関

が再建計画のテスティング態勢を高度化する上で、有用な参考資料になると考えられる。 

 

3. 米国銀行当局におけるモデルリスク管理に関するガイダンスの改訂 

米国の銀行当局（FRB・FDIC・OCC）は 2026 年 4 月、モデルリスク管理に関する改訂版のガイダンスを公表し

た。本ガイダンスは、効果的なモデルリスク管理に関する健全な原則を示したものである。今回の改訂に伴い、

2011 年 4 月公表の「モデルリスク管理に関するガイダンス」など、従前の関連文書は廃止される。 

同当局は、改訂版ガイダンスでは、モデルリスクに影響を与える要因や、効果的なモデル開発・利用の特徴、モ

デルの検証・モニタリング、ガバナンスおよび統制などについて整理するとともに、ベンダー等のサードパーティ商品に

特有の論点についても取り上げていると説明している。さらに、本ガイダンスでは、総資産 300 億ドル超の銀行組

織に対して特に関連性が高いとの考え方が示されている。なお、生成 AI およびエージェント型 AI のモデルについて

は、本ガイダンスの対象外とされている。 

本邦では、2021 年 11 月に「モデルリスク管理に関する原則」、2024 年 12 月には「金融機関のモデルリスク管

理の高度化に向けたプログレスレポート」が公表されている。今回の米国当局による改訂版ガイダンスは、本邦の

金融機関に直接適用されるものではないものの、海外当局におけるモデルリスク管理の考え方や監督上の期待

水準を把握する上で参考になると考えられる。 

 

 

4. お問い合わせ先 

勝藤 史郎 

合同会社デロイト トーマツ 

リスクアドバイザリー リスク管理戦略センター 

マネージングディレクター 

〒100-8363 東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビルディング  

Tel: 03-6213-1180 Fax: 03-6213-1085 
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